
令和３年９月 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

－自分自身と大切な人の命を守るために－

県民の皆様へ 感染対策の徹底をお願いします！

体調が悪い人がいたら、

すぐに受診できる職場
環境づくりを！

テレワーク・Web
会議を活用してください！

かかりつけ医が
ない場合は 受診・相談センター（２４時間対応） ０１２０－５６７－７４７医療機関に早めの相談・受診をお願いします！まずは電話でご相談ください。

飲食は 少人数、短時間、いつも一緒にいる人と

お願いします。

外食は、感染対策が
徹底された飲食店で！

外出・会話時はマスク着用
（不織布マスク推奨） こまめな手洗い・消毒

人との間隔は、できるだけ２ｍ
（最低１ｍ） 取りましょう

基本的な感染対策を徹底しましょう！

窓を開けるなど
こまめに換気
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第９４回福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

日 時 令和３年９月２１日（火）１４:３０ ～

場 所 県庁北庁舎２階 危機管理センター

災害対策本部会議室

１ 議 事

（１） 新型コロナウイルス感染者の状況等について

（２） 福島県まん延防止等重点措置について

（３） その他

２ 資 料

【資料１】福島県における新型コロナウイルス感染者の状況等について

【資料２】国内における最近の新規陽性者発生状況について

【資料３】福島県まん延防止等重点措置対象地域の一部解除

【資料４】福島県まん延防止等重点措置

【資料５】感染拡大防止のための基本対策
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第９４回 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議 名簿

所属名 職名 氏名 備考

1 知 事 内 堀 雅 雄

2 副 知 事 鈴 木 正 晃

3 副 知 事 井 出 孝 利

4 総 務 部 部 長 戸 田 光 昭

5 危 機 管 理 部 部 長 大 島 幸 一

6 企 画 調 整 部 部 長 橘 清 司

7 避 難 地 域 復 興 局 局 長 守 岡 文 浩

8 文 化 ス ポ ー ツ 局 局 長 小 笠 原 敦 子

9 生 活 環 境 部 部 長 渡 辺 仁

10 保 健 福 祉 部 部 長 伊 藤 剛

11 こ ど も 未 来 局 局 長 鈴 木 竜 次

12 商 工 労 働 部 部 長 安 齋 浩 記

13 観 光 交 流 局 局 長 國 分 守

14 農 林 水 産 部 部 長 小 柴 宏 幸

15 土 木 部 部 長 猪 股 慶 藏

16 出 納 局 局 長 高 荒 由 幾

17
風評・風化戦略担当(兼)
原 子 力 損 害 対 策 担 当

理 事 白 石 孝 之

18 企 業 局 局 長 佐 々 木 秀 三

19 病 院 局 局 長 安 達 和 久

20 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一

21 警 察 本 部 本 部 長 児 嶋 洋 平

〇
福 島 県 感 染 症 対 策
ア ド バ イ ザ ー

県 立 医 科 大
学 教 授

金 光 敬 二
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【事務局】

所属名 職名 氏名 備考

1
新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部

事 務 局
次 長

三 浦 爾

2
新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部

総 括 担 当
次 長

菅 野 俊 彦

3
新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部

総 括 班 長 有 我 兼 一

4
新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部

総 括 班 長
(兼 )医療対
策 班 長

金成 由美子

5
新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部

医 療 対 策
班 長

玉 川 啓

【本部員】
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資料１

○療養者の状況

陽性者数 9,384人 入院者数 124人

（うち死亡者数 174人 ） 　（うち重症者数　　　　　　 4人 )

宿泊療養施設入所者数 22人

自宅療養者数 35人

男性 5,209人 療養先調整中の人数 4人

女性 4,175人 ○退院・退所者等数（死亡者含む） 9,199人

10歳未満 606人 【病床等の状況】

10代 896人 確保病床数 637床

20代 1,795人 　（うち重症者用病床数 49床 ）

30代 1,344人 病床使用率 19.5%

40代 1,456人 　（うち重症者用病床使用率 8.2% ）

50代 1,301人 宿泊療養確保室数 503室

60代 897人

70代 542人

80代 389人

90歳以上 150人

その他 8人

令和3年9月20日現在

福島県における新型コロナウイルス感染者の状況等について

【感染者の状況】

○陽性者数と内訳

（性別）

（年代別）



5

令和3年9月20日現在

R2.12.24 43人

R3.1.9 46人
R3.4.8 53人

R3.4.22 54人

R3.5.1 56人

R3.5.6 70人

R3.5.8 74人

R3.5.11 95人

R3.8.2 114人

R3.8.11 230人

9/20

9,384人
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令和3年9月20日現在

9/20

19.5%

ステージⅢ：

確保病床使用率

20％以上

ステージⅣ：
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令和3年9月20日現在

7/7

南相馬市

集中対策発出

7/24

郡山市

集中対策発出

7/28

福島市・いわき市

集中対策発出

8/2

国へまん延防止等

重点措置の適用に

係る要請

8/5

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置等発出

8/9

83.9%

8/18

いわき市の

まん延防止等

重点措置

期間延長

8/20

郡山市の

まん延防止等

重点措置

適用決定

8/23

福島市の

まん延防止等

重点措置

適用決定
8/27

福島県

非常事態宣言

延長決定

9/9

福島県

非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置

再延長決定

9/17

福島県

非常事態

宣言・

3市を除く

全県の

独自対策

解除決定

9/20

19.5%

9/20

8.2%

ステージⅢ：

確保病床使用率

20％以上

ステージⅣ：

確保病床使用率

50％以上
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（令和3年７月１日～ ）
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令和3年9月20日現在

5/12・14

34.78人

5/28

非常事態宣言

終了決定

8/2

国へまん延防止等

重点措置の適用に

係る要請

8/5

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置等発出

8/19

58.13人

8/27

福島県

非常事態宣言

延長決定

9/17
福島県

非常事態宣言・
3市を除く

全県の独自対策

解除決定

9/20

10.02人

ステージⅢ：

２0人/10万人/週以上

福島県

非常事態宣言

5/15～5/31

ステージⅣ：

30人/10万人/週以上

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置
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人口10万人当たりの療養者数（人）
（令和3年４月１日～ ）

8/18

いわき市のまん延
防止等重点措置
期間延長決定

8/20

郡山市のまん延
防止等重点措置
適用決定

8/23
福島市のまん延
防止等重点措置

適用決定
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令和3年9月20日現在

5/12 

25.30人

5/28

非常事態宣言

終了決定

8/2

国へまん延防止等

重点措置の適用に

係る要請

8/5

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置等発出

8/17

46.70人

8/27

福島県

非常事態宣言

延長決定

9/17

福島県

非常事態宣言・

3市を除く

全県の独自対策

解除決定

9/20

5.53人

ステージⅢ：

２0人/10万人/週以上

9/9

福島県

非常事態宣言

再延長決定

福島県

非常事態宣言

5/15～5/31

ステージⅣ：

25人/10万人/週以上

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置
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（令和3年４月１日～ ）

8/18

いわき市のまん延防止

等重点措置期間延長

8/20

郡山市のまん延防止等

重点措置適用決定

8/23

福島市のまん延防止等

重点措置適用決定
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（令和3年７月１日～ ）

令和3年9月20日現在

7/7

南相馬市

集中対策発出

7/22

53.2%

7/24

郡山市

集中対策発出

7/28

福島市・いわき市

集中対策発出
8/2

国へまん延防止等

重点措置の適用に

係る要請

8/5

福島県非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置等発出

8/18

いわき市の

まん延防止等

重点措置

期間延長決定

8/20

郡山市の

まん延防止等

重点措置

適用決定

8/23

福島市の

まん延防止等

重点措置

適用決定

8/27

福島県

非常事態宣言

延長決定

9/9

福島県

非常事態宣言・

まん延防止等

重点措置

再延長決定

9/17

福島県

非常事態宣言・

3市を除く

全県の独自対策

解除決定

9/20

27.5%

ステージⅢ・Ⅳ：

経路不明者割合

50％以上

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１週間当たりの感染経路不明者割合 （令和3年７月１日～ ）



○県内の感染状況
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令和3年9月20日現在

8/27
3市を除く全県の

独自対策の延長決定
23.49人

福島市・郡山市・いわき市を除く全県4.52人

9/17
福島県
非常事

態宣言・
3市を除く

全県の
独自対策
解除決定

7/24
郡山市

集中対策発出

8/20
郡山市の

まん延防止等
重点措置
適用決定

47.31人

郡山市4.52人

8/23
福島市の

まん延防止等
重点措置
適用決定

41.85人

福島市3.49人

7/28
福島市・いわき市

集中対策発出

8/2
国へまん延防止等

重点措置
の適用に係る要請

73.48人

8/5
福島県非常事態宣言・

まん延防止等
重点措置等発出

92.58人

8/8
104.63人

8/18
いわき市の

まん延防止等
重点措置期間

延長決定

84.65人

9/9
福島県

非常事態宣言・
まん延防止等

重点措置

再延長決定

いわき市
10.87人
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40
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60

70

80

90

100

110

福島市・郡山市・いわき市・3市以外の全県における

人口10万人当たりの1週間新規陽性者数
福島市・郡山市・いわき市を除く全県

郡山市

福島市

いわき市

（人）

（令和3年４月１日～ ）

ステージⅣ：

２５人/１０万人/週 以上

ステージⅢ：

１５人/１０万人/週 以上

福島県非常事態宣言・

まん延防止等重点措置

福島県

非常事態宣言

5/15～5/31
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重症者用病床

確保病床の使用率 入院率 確保病床の使用率

20％以上 40％以下 20％以上 20人以上 15人以上

(128/637床以上) (入院者数/療養者数) (10/49床以上) （370人以上） （277人以上）

50％以上 25％以下 50％以上 30人以上 25人以上

（319/637床以上） (入院者数/療養者数) （25/49床以上） （554人以上） （462人以上）

124床 124人 4床 102件 28人

637床 185人 49床 6,631件 102人

388床 388人 11床 637件 234人

496床 835人 49床 11,604件 637人

244床 244人 17床 143件 55人

496床 298人 49床 14,385件 143人

本県の現状
（直近1週間）

ステージⅣ

令和3年9月20日現在

医療提供体制等の負荷 感染の状況

①病床の逼迫具合
②療養者数

10万人当たり

③ＰＣＲ
　陽性率

 （１週間）

④新規陽性者数
10万人当たり

／１週間

⑤感染経路
   不明割合
（１週間）

【参考（政府分科会指標）】
　　　　　　医療提供体制等の状況（医療提供体制等の負荷・感染の状況）

27.5%

185人 102人
(9/14～9/20)

入院医療

5%以上 50%以上ステージⅢ

10%以上 50%以上

①令和3年9月20日現在

1.5%10.02人19.5% 5.53人67.0% 8.2%

36.7%

835人 637人

45.23人 5.5% 34.51人

②令和3年8月4日現在

78.2% 46.5% 22.4%非常事態宣言
決定時

(7/29～8/4)

298人 143人
(5/21～5/27)

【参考】令和3年5月27日現在

前回の非常事態
宣言解除決定時

49.2% 81.9% 34.7% 16.14人 1.0% 7.75人 38.5%



国内における最近の新規陽性者発生状況について

緊急事態宣言

令和３年５月２３日～９月３０日 沖縄県

令和３年７月１２日～９月３０日 東京都

令和３年８月 ２日～９月３０日
埼玉県、千葉県、神奈川県、
大阪府

令和３年８月２０日～９月３０日
茨城県、栃木県、群馬県、
静岡県、京都府、兵庫県、
福岡県

令和３年８月２７日～９月３０日
北海道、岐阜県、愛知県、
三重県、滋賀県 、広島県

資料２
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都道府県別新規陽性者数（上位５都道府県）

（単位：人）

人口10万人当たりの直近1週間の
新規陽性者数（上位５都道府県）

（単位：人）

順位 都道府県名

9/14～9/20の

新規陽性者数

（直近1週間）

（参考）

8/21～9/20の

新規陽性者数

1 東京都 5,398 69,496

2 大阪府 5,096 53,453

3 愛知県 3,255 38,014

4 神奈川県 3,158 43,411

5 埼玉県 2,368 28,396

32 福島県 102 1,500

全国計 34,132 421,327

順位 都道府県名

9/14～9/20の

10万人当たり

新規陽性者数

（直近1週間）

1 沖縄県 90.57

2 大阪府 57.85

3 愛知県 43.10

4 東京都 38.78

5 兵庫県 36.46

44 福島県 5.53

全国計
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▐ いわき市

▐

▐

福島市・郡山市

５６市町村

福島県まん延防止等重点措置等の対象地域の一部解除
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福島県まん延防止等重点措置

令和３年９月２１日
福島県コロナウイルス感染症対策本部

県内におけるこれ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特
別措置法（以下、「特措法」と言う。）に基づき、以下の重点的な対策を行いますので、
県民の皆様、事業者等の皆様のご協力をお願いします。

まん延防止等重点措置

区 域 いわき市

期 間 令和３年８月８日（日)～９月30日（木）

適 用 特措法第31条の６第１項，２項、 第24条第９項

15
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対 象 内 容

いわき市

県民の皆様へのお願い

〇基本的な感染対策を徹底してください。

〇感染リスクの高い行動は控えてください。
・不要不急の外出は自粛してください。
・外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑し
ている場所や時間帯を避けて行動してください。
・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利
用は控えてください。
・都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください｡
・路上や公園等での屋外での集団の飲食・飲酒は控えてください。

・３つの密を徹底的に避けてください。
・「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒等による手指消毒」、「こ
まめな換気」などの基本的な感染対策を徹底してください。
・会食等は、感染防止対策を徹底し、少人数、短時間、いつも一緒にいる人と行ってください。

〇夜８時以降、飲食店等にみだりに出入りしないでくだ
さい。

（特措法第２４条第９項に基づく要請）

（特措法第２４条第９項に基づく要請）

（特措法第３１条の６第２項に基づく要請）

〇混雑した場所等への外出は厳に控えてください。
（特措法第３１条の６第２項に基づく要請）

16



対 象 内 容

いわき市

全地域

飲食店等の皆様へのお願い

〇営業時間を短縮(営業時間は午前５時から午後８時まで)

してください。

【対 象】 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた店舗

【営業時間の短縮に応じていただいた場合】 協力金を支給 (1日当たり３万円～(売上高に応じて））

■相談窓口 いわき地区協力金コールセンター 電話０２４－５２１－８５６２（受付時間９時～１７時）

〇酒類の提供の自粛（終日）をしてください。
〇カラオケ設備の利用の自粛（終日）をしてください。

※飲食を主な業としている店舗

・従業員に対する検査を受けることの勧奨 ・入場者の感染防止のための整理及び誘導

・発熱その他の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置

・事業所の消毒 ・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知

・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止（退場も含む）

・施設の換気を行う ・アクリル板等の設置又は１ｍ以上の距離の確保

♦業種別ガイドラインを遵守する（法第24条第９項）

（特措法第31
条の6第１項、
第２４条第９
項に基づく要
請）

〇特措法施行令第５条の５各号に規定される感染対策を
実施してください。

これまでの措置等により影響を受けた中小法人等に一時金を支給します。

■相談窓口 一時金コールセンター 電話０２４－５２１－８５７２（受付時間９時３０分～１７時３０分）

◇まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金については https://ichijishienkin.go.jp/

17



対 象 内 容

いわき市

飲食店以外の(延床面積1,000㎡超の施設）
事業者の皆様へのお願い

〇営業時間を短縮（営業時間は午前５時から午後８時まで）
してください。（イベント開催の場合は午前5時から午後９時まで）

〇店舗や施設の感染防止対策を徹底してください。

【対象】 詳細は次ページのとおり

【営業時間の短縮に応じていただいた場合】

協力金を支給 (１，０００㎡当たり２０万円×時短割合（１日当たり））

※協力金の対象となるのは、次ページの特定大規模施設です。

・入店時や施設内における適切な距離の確保など、利用者の整理・誘導を行ってください。

・発熱している方や理由なく感染対策を行わない方の利用を避けてください。

・適切な座席間隔の確保など、店舗内の感染防止策を徹底してください。

・従業員や利用者の手指消毒やマスク着用の徹底を促してください。

・店舗内の消毒や換気を徹底してください。

・そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

（延床面積1,000㎡超 特措法第２４条第９項に基づく要請）

（1,000㎡以下の施設につきましても、感染防止対策の徹底等にご協力ください）

（特措法第２４条第９
項、第31条の6第1
項に基づく要請）

〇大規模商業施設や百貨店の地下食品売り場等は、入場
者が密集しないよう、整理誘導、人数管理・制限等の対
策を実施してください。
・出入口の制限、整理券の配付、混雑状況等の情報発信など

18



（協力要請の対象施設）
特定大規模施設（１，０００㎡超の施設）

施設の種類 施設例

映画館等 映画館、プラネタリウム

商業施設 ショッピングセンター、ホームセンター等【生活必需物資売場を除く】

遊技場 パチンコ店、ゲームセンター等

屋内運動施設 スポーツクラブ、ボーリング場等

サービス業 ネイルサロン・スーパー銭湯等【生活必需サービスを除く】

飲食店向け時短協力金の対象と
なる店舗を除く遊興施設

個室ビデオ店、カラオケボックス等

イベント関連施設（１，０００㎡超の施設）

施設の種類 施設例

劇場等 劇場、観覧場、演芸場等

集会・展示施設 集会場、展示場、貸会議室

ホテル等 ホテル等（集会の用に供する部分に限る）

屋外運動施設 野球場、ゴルフ場、屋外テニス場、ゴルフ練習場等

遊技場 テーマパーク、遊園地

博物館等 美術館、水族館、記念館等

19



イベント等を開催する事業者の皆様へのお願い

〇イベント等の開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守し、 感染防止対
策を徹底してください。

〇広域な移動を伴うイベント、または参加者が1,000人を超えるイベントを開
催する場合は、県に事前に相談してください。

・発熱している方や正当な理由なく感染対策を行わない方の入場を避けてください。

・参加者間の適切な間隔の確保、スタッフや参加者の手指消毒やマスク着用の徹底、会場内の消
毒や換気など、感染防止対策を徹底してください。

・そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

〇以下の要件に従った開催にご協力ください。

人数上限 開催時間

大声での歓声・声援がないことを前提に
開催するもの

大声での歓声・声援等が想定されるも
の

午後９時まで
（県全域）

収容定員の100%と5,000人のいずれ
か少ない方を上限

収容定員の50%と5,000人のいずれ
か少ない方を上限

（特措法第24条第9項に基づく要請）

■ 電話０２４－５２１－８６４４(受付時間9時～17時)
■ 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部 イベント相談窓口

20



全ての事業者の皆様へのお願い

〇職場内の感染防止対策を徹底してください。

・従業員等の手指消毒やマスク着用の徹底、職場内の消毒や換気など、職場内の感染
防止対策を徹底してください。

・従業員等の出勤時の健康チェックを徹底してください。

・休憩中や休憩室・更衣室の利用時、電話時、昼食中などで居場所の切り替わりに注
意してください。

・そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

〇ローテーション勤務や時差出勤、テレワーク、オンライン会議等
を活用し、人と人との接触機会の低減にご協力ください。

〇出張や会議等を減らすなど、できる限り、外出機会の低減にご
協力ください。

（特措法第24条第9項に基づく要請）

※できる限り、「出勤者数の7割削減」に努めていただくようお願いします。

21



大学・専門学校等の皆様へのお願い

感染リスクの高い活動を控えるよう、学生への注意喚起を徹底し
てください。

施設のマニュアル及びチェックリストを確認し、感染防止対策を徹
底してください。

（感染リスクの高い活動の例）

〇感染防止対策が徹底できないサークル活動

〇大人数での懇親会 など

小・中・高等学校の皆様へのお願い

感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）や宿泊を伴う
学校行事等の停止、他校との合同練習や練習試合の停止など、感
染防止対策を徹底してください。

医療機関、高齢者・障がい(児)者・児童施設の皆様へのお願い

（特措法第24条第9項に基づく要請） 22



を
徹底しましょう

・少しでも体調が悪い時は

しましょう

・都道府県をまたぐ

・順番が来たら をお願いします

資料５
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をお願いします

ふくしま感染防止
対策認定店

おすすめします！

24



感染拡大防止のための基本対策
令和３年９月17日改定 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

一人ひとり基本的な感染対策を徹底してください。

外出時や会話するとき
には、マスクを着用
しましょう。
※不織布マスクを推奨

こまめな手洗い、
手指消毒を
徹底しましょう。

人との間隔は、
できるだけ２ｍ
取りましょう。

窓を開けるなどして、
こまめに換気をしま
しょう。

１

２・症状がある場合は登校・出勤を控え、

早めに受診してください。

・かかりつけ医や「受診・相談センター
(℡0120-567-747)」に相談してください。

事例
鼻水などの軽い症状があったが、他県への移動や感染者との接触に覚えが
なかったため、コロナではないと思い込み職場に出勤し、職場内で感染が拡
大した。

！ 発熱・せきなど少しでも体調が悪い場合は、すぐに医療機関に電話のうえ
受診してください。 25



３

大声

感染防止ステッカー配布済飲食店を調査し、適切な感染防止対策を確認

した店舗に対し、認定ステッカーを交付しています。

「ふくしま感染防止対策認定店」をおすすめします！

認定ステッカー

・感染対策の徹底された飲食店を利用してください。

長時間・深酒

接待を伴う飲食店において、利用客から従業員、従業員から利用客、従業員
同士の感染があり、さらにその家族に感染が拡がった。

大人数

控えてください！

事例

！

事例
参加した会食で陽性者が確認され、知らされた頃には自分も症状が出ており、
職場や家族に感染を拡げていた。

！
飲食をきっかけに、職場や家族に感染が拡がった事例が多数発生しています。

居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まります。

変異株は感染力が強いため、飲食店での感染を防ぐには飲食店による徹底し
た対策とあわせて、利用客一人ひとりの対策が重要です。

飲食は、感染防止対策を徹底し、
少人数、短時間、いつも一緒にいる人と
行ってください。

体調不良で参加

26



都道府県をまたぐ不要不急の往来は

極力控えてください。

県内及び各都道府県の発生状況は、

県HPで確認できます。

福島県 新型コロナポータル 検索

４

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/

５ 接種の順番を迎えられた際には、

新型コロナワクチンの接種をお願いします。

・ワクチンに関して正しい情報を知ってください。

事例
県外から福島県に帰省した後、友人との会食やバーベキューを行って感染
が拡がり、さらにその家族に感染が拡大した。

！
感染拡大地域（緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域）への旅行・

帰省等を始め、都道府県をまたぐ不要不急の往来は極力控えてください。

・ワクチン接種後も、「うつさない」「うつらない」行動
をお願いします。

・特に、感染拡大地域への旅行・帰省等は控えてください。

27



全ての事業者

事業者の皆さまにお願いします

・職場内の感染防止対策を徹底してください。

・ローテーション勤務や時差出勤、テレワーク、オンライン会議等
を活用し、人と人との接触機会の低減にご協力ください。

・出張や会議等を減らすなど、できる限り、外出機会の低減にご協力
ください。

・イベントは、要件（下記URL参照）に従った開催にご協力ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-event.html

○従業員等の手指消毒やマスク着用の徹底、職場内の消毒や換気など、職場内の感染防止対策を徹底してください。

○従業員等の出勤時の健康チェックを徹底してください。

○休憩中や休憩室・更衣室の利用時、電話時、昼食中などで居場所の切り替わりに注意してください。

○そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

県内の関係事業所を参集した会議を開催した。会議後に行われた会食の参加
者１名に感染が確認され、同席者全員が濃厚接触者となった。

事例

！ オンライン会議の活用や、大人数・長時間の会食の自粛など、人と人との接
触機会の低減を図ることが必要です。

事業所でのクラスターが相次いで発生しています！

28



・施設のマニュアル及びチェックリストを確認し、感染防止対策を
徹底してください。

大学・専門学校等

・感染リスクの高い行動を控えるよう、学生への注意喚起を徹底して
ください。

小・中・高等学校

・学習活動や部活動での感染防止対策を徹底してください。

医療機関、高齢者・障がい（児）者・児童施設

施設管理者の皆さまにお願いします

職員や子どもが、症状がありながら出勤・登校（登園）したことにより感染
が拡がり、子どもから家庭内感染につながった。

事例１

！ 少しでも体調が悪い場合は、出勤・登校（登園）を控え、早めに医療機関を
受診してください。

子どもの感染が増加しています！

学校に通う子どもが陽性となった。その後、家族の陽性が確認された。家族
は子どもより前から症状があったが、受診していなかった。

事例２
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皆さまの御協力により感染は低下傾向にあります

気のゆるみにご注意ください

あらゆる面で感染対策を徹底し、
感染の再拡大を阻止していきましょう！

しかし！

変異株は感染力が

強いため、短期間で

感染が急拡大します

半分以上の都道府県が

緊急事態宣言及び

まん延防止等重点措置

の地域です

若年層の感染が増え、

重症化する事例

が出ています

感染リスクはどこにでも、だれにでも。

30


